
ＪＴＢグループ ＯＢ・ＯＧ会中部支部会則 

 

（総則） 

第１条 この会は、JTB グループ OＢ・ＯＧ会中部支部と称する。 

この支部会則は、ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会本部会則（以下「本部会則」という）第２２条の定めにより、 

中部支部(以下「支部」という)内の事項を定める。 

   (事業活動) 

第２条 支部は、本部会則第２条に定めるＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会の目的を達成するため、次の事項に関する

事業活動を行う。 

（１）支部会員相互の情報提供 

（２）支部会報（支部だより）の発行 

（３）各種情報類の送達 

（４）クラブ・同好会活動の推進 

（５）各地区ＯＢ・ＯＧ会（親睦会）との連携及び支援 

（６）ＪＴＢ商品および提携関係機関利用に関する会員割引の提示 

（７）ＪＴＢ及び同グループ会社の事業に対する協力 

（８）支部主催行事の実施 

（９）会員死亡および自然災害による被災に対し弔意・見舞の表意。表意の方法は別に定める内規によ

る。 

    （１０）その他各号に関連して必要な事項 

２．前項（４）に定めるクラブ・同好会の新設及び廃止は、別に定める内規による。 

３．前１項（５）に定める各地区のＯＢ・ＯＧ会（親睦会）は、次をいう。 

     （１）信州地区・・・しなの路会 

     （２）静岡地区・・・木犀会 

     （３）北陸地区・・・北陸地区会（水仙会・ことじの会・きときと会） 

  （事務局） 

第３条 支部の事務局は（株）JTB 人事チーム（名古屋駐在事務所）内に置く。 

  （事業及び会計） 

第４条 支部は、第２条に定める事業活動にもとづき年間の計画を策定・執行し、その運営は会員から入金され

る会費、寄付金及びその他収入により行う。 

   ２．支部の事業および会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

  （総会） 

第５条 支部の総会は、通常総会と臨時総会とする。 

   ２．通常総会は、原則として毎年６月下旬に開催する。 

     臨時総会は、会員総数の４分の１以上の会員から請求があったとき、または理事の過半数から請求が 

あった時に開催する。 

   ３．総会は、第８条に定める役員の支部長がその議長となるものとし、会員の過半数の出席がなければ 

議事を開くことができない。 但し、総会への出席・欠席の意思表示のない会員については、支部長に 

一任されたものとみなす。 



  （総会付議事項） 

第６条 支部の総会には次の事項を付議する。 

（１） 支部活動計画及び予算 

（２） 支部活動報告および収支決算報告 

（３） 会則の変更 

（４） その他必要な事項 

  （表決権） 

第７条 会員は、支部総会において各々１票の表決権を有する。この場合、表決権の行使は書面をもって 

  評決し、または他の出席会員に評決を委任することができる。 

   ２．前項に定める書面による意思表示または出席会員への委任は、総会への出席とみなす。   

   ３．総会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

  （役員および顧問） 

第８条 支部は次の役員及び顧問をおく。 

    （１）支部長     1名 

    （２）副支部長   1名 

    （３）理事      若干名   （理事は、総務、広報、親睦、各地区のいずれかを担務する） 

    （４）監事      ２名以内 

    （５）顧問   

   （役員の選出および任期） 

第９条 支部の役員は、総会において会員の中から選任する。 

   ２．支部長及び副支部長は、前項に定める理事の中から互選する。 

   ３．総会における役員の選出方法は、別に定める内規による。 

   ４．役員の任期は、２箇年とする。ただし、重任は妨げない。 

   ５．役員に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。 この場合の任期は、前任者の残存期間 

とする。 

   ６．会務遂行に必要な場合、役員を補充することができる。この場合の任期は次の改選期までとする。 

   （顧問の委嘱） 

第１０条 支部の顧問は、(株)ＪＴＢと協議の上決定し支部長が委嘱する。 

   （理事会） 

第１１条 理事会は、第２条に定める事業活動の円滑な遂行をはかるため四半期毎に開催し、必要に応じ 

担当理事会を開催する。 

   ２．理事会は、支部長および理事全員をもって構成し、担当理事会は、支部長及び愛三岐地区在住の 

理事をもって構成する。 

   （理事会付議事項） 

第１２条 前条に定める理事会には、次の事項を付議する。 

（1）活動計画、収支予算および決算状況などを総会に提出する議案 

（2）総会の決議した事項の執行に関する事項 

（3）クラブ・同好会の新設及び廃止に関する事項 

（4）その他、会の運営管理執行に関する重要な事項 



 

   （役員の職務） 

第１３条 支部長は支部を代表し会務を統括するとともに本部理事として本部理事会に出席し重要事項を審議

する。 

   ２．副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるとき、または支部長が欠けるとき、その職務を代行する。 

   ３．理事は、幹事と協同してこの会の実務処理に当たるほか、理事会において主要事項を審議する。 

第１４条 監事は、この会の収支状況を監査し、その結果を理事会および総会に報告する。 

   ２．監事は、第１１条第１項に定める理事会および担当理事会に出席して意見を述べることができる。 

   （ＯＢ・ＯＧ会本部への報告事項） 

第１５条 支部は、次に掲げる取り扱いについて理事会で決議し、これを本部に報告する。 

     （1）本部会則第５条に定める、会員が死亡した場合の配偶者の入会の取り扱い 

     （2）本部会則第１０条の２第２項に定める、「やむをえない事情」による会費免除の取り扱い 

     （3）本部会則第１１条に定める、会費未納者への意思確認による資格喪失の取り扱い 

     （4）本部会則第１１条の２に定める、会員がＪＴＢに再勤務した場合の休会の取り扱い 

     （5）その他、支部として必要と認められる取り扱い 

（会員署名の集約） 

第１６条 支部は、会員から本部会則第１２条に定める、本部総会の開催請求があるときは、理事会において必

要な会員署名を集約し、これを本部に送達する。 

   （幹事） 

第１７条 支部に幹事をおき、役員と協同して会務の実務処理に当たる。 

   ２．幹事は、（株）JTB 人事チーム 人事担当マネージャー（中部統括 名古屋駐在）に委嘱する。この場合

必要に応じて幹事の代理を指名することができる。 

   （その他） 

第１８条 支部会則に定めない事項は、理事会において決定する。 

 

 

     附則 

 

1. 支部会則は、２０２３年６月２２日から適用する。 

2. 支部会則の施行に伴い、２０２１年６月２４日施行の支部会則は、２０２３年６月２２日限り廃止する。 

 

 


